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「使いやすく頼りになる、
それゆえに多くの方に乗り合って
『おでかけ』していただける移動サービス」は
人もインフラも超高齢化する
今後の日本を支えるとても重要なもの。
それを何とかしようとする人たちは
重要なミッションを背負っている。
その尊い行動を後押しできるよう、
私は戦い続けます！
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【主宰者】
市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】
市区町村、住民代表、利用者代表、都道府県、地方運輸局（又は支局）、

旅客自動車運送事業者（又はその団体）、一般乗合旅客自動車運送事業に
係る労働組合の代表者、道路管理者、都道府県警察、 学識経験者 等

（地域の実情に応じて）
（※事案によって構成員を変更して分科会形式とすることも可）

【目 的】
・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態（市町村運営バス

の必要性を含む）、サービス水準、運賃等について協議。必要に応じ
て、例えば地域の交通計画を策定

・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明（地方運輸局において審査）

地域公共交通会議

○輸送の安全・利便の確保
・一定の講習の修了（運転者）
・運行管理体制、事故処理体制
・運送の対価の掲示義務 等

○事後チェック
・事業改善命令、行政処分 等

79条（旧80条）に基づく

自家用自動車による
有償運送（市町村運営バス）

＜登録（更新制）＞

○運賃認可の届出化

○道路管理者・警察への意見照会の簡便化

○標準処理機関の短縮
・路線変更認可の迅速化 等

新4条に基づく乗合事業者による運送
（旧21条コミバス等含む）

＜事業認可又は事業計画変更認可＞

事業者へ委託する
こととなった場合

事業者によること
が困難な場合

更
新
・変
更

2006年改正道路運送法でできたステークホルダー会議
「地域公共交通会議」

「市町村の公共交通を
市町村が自ら決める」

ための場（特区）
 地域として必要な路線の新

設・変更を市町村が自ら協
議し認定することで、各種許
可が簡略化・弾力化（運賃＜
<認可→届出>・路線・車両等）

 通常の法規制ではできない
「自家用有償運送」（公共ライ
ドシェア）「オンデマンド乗合
運送」「タクシー車両による
乗合運送」も可能に

 一般の乗合バス路線も認定
可能（法的には一般路線と
コミバス等は同様）

なんと、最高刑が懲
役3年の白バス・白
タクが、自治体によ
って無罪どころか
社会貢献活動に

実は、私が
提案！
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地域交通法の大枠

地域公共交通計画 法定協議会

地域公共交通利便増進計画

• 協議会は自治体が設置でき、
計画策定もできる

• 国がその実施を助ける
(逆に、計画がないと助けない
いわば、計画は請求書)

ここで、乗合バスはもとより、
鉄軌道・タクシー・船もしっかり
議論することがスタートライン

協議会は「諮問機関」でなく
「戦略推進本部」
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2025年3月16日廃止

2025年10月1日廃止
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益田市地域公共交通会議の開催状況
〇2019年8月6日 福祉タクシー導入【書面】
〇2０１9年11月21日 空港乗合タクシーの概要、過疎バス運賃の料金改定
〇2020年1月15日 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価【書面】
〇2020年6月12日 真砂地区乗合タクシー実証事業（案）【書面】
〇2020年7月28日 市町村運営有償運送更新登録
〇2020年12月25日 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価【書面】
〇2021年2月3日 空港乗合タクシーの運行
〇2021年6月4日 移動円滑化基準適用除外認定申請【書面】
〇２０２１年10月27日 真砂地区乗合タクシー本格運行、空港乗合タクシー運行一部見直し【書面】
〇2022年3月14日 空港乗合タクシー運賃改定等【書面】
〇2022年11月25日 地区内交通の見直し
〇２０２３年1月5日 移動円滑化基準適用除外認定申請、乗合タクシー「栃山・岩倉線」運行ルート一

部短縮【書面】
〇2023年7月28日 市町村運営有償運送更新登録、移動円滑化基準適用除外認定申請、乗合タ

クシー「栃山・岩倉線」の路線廃止
〇2023年9月28日 乗合タクシー「二条地区内線」の運行日・時刻変更【書面】
〇2023年11月30日 二条地区乗合タクシー本格運行、空港乗合タクシー運行【書面】
〇２０２４年12月24日 匹見線、梅月線、種線代替交通【匹見線・種線は不合意<廃止するバス事業

者が反対。議決要件は出席委員の全会一致>
※2025年１月21日 市長が「益田市附属機関設置条例」改正を専決処分（議決要件を出席委員の

過半数に変更）、2月3日臨時市議会で専決処分を賛成多数で承認
〇2025年1月31日 ２路線について一部修正した案を、賛成多数で議決（８対２＜既存事業者、事

業者団体が反対＞）【書面】
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益田市地域公共交通活性化協議会の動き
2009年３月 設置要綱制定（条例でない）

地域公共交通総合連携計画策定（法定計画）

2016年度 地域公共交通基本計画策定（任意計画）

2022年9月 地域公共交通計画策定（法定計画）

2023年度（国庫補助連動化対応）

7月28日 前年度事業・決算報告、本年度事業計画・予算

12月6日 交通計画変更内容協議【書面】

2月9日 パブコメ報告、回答について協議（3月に計画改定）

2024年度

6月26日：協議会予算審査、国県補助申請確認【書面】

3月12日：匹見線廃止に伴う補助金見直し、高速バス広益線
の料金改定【書面】
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急を要する「地域公共交通の現場での改善」には
「ヒョーロンカ」は不要です！

• バラバラだった公共交通に関する取組を組織化し、現場で地域公共交通改善に
取り組める人材を全国の大学・教員が養成する体制をつくります

• 地域公共交通の世界は誤った理解・認識に満ち溢れています。それらを一掃し
ます

• 実際に現場で取り組んでいる方、取り組みたい方に広く参加できるようにしま
す

• 現場体験を積む機会に参加し、実戦で活躍できる人材になっていただきます
• そして、２０２３年の地域交通法改正でさらに権限や対象範囲が増大した「法定

協議会」を有効に活用し地域公共交通改善を進める方法を学んでいただきます
• 受講生や講師の間のコミュニケーションの場を提供し、全国での横連携を生み

出し、みんなでレベルを高めていきます

国土交通省令和7年度「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト モビリティ人材育成事業｣採択

「地域公共交通コーディネーター・
プロデューサー養成プロジェクト」

本日、3rd STAGE スタートです！
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一昨年は
再構築元年

(リ・デザイン)
「賽は、

投げられた」
これはたぶん、
ラストチャンス

2023年
国土交通大臣
年頭記者会見にて
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のるかそるか、いまが分かれ目
• 2020年１１月：改正地域交通法、独禁法特例法（地域バスの

共同経営＜カルテル＞が可能に）施行

• 2021年5月：第２次交通政策基本計画閣議決定

• 2022年2～7月：ローカル鉄道刷新検討会、地域交通リ・
デザイン検討会

• 2022年10月～23年1月：交通政策審議会地域公共交通
部会＜予算への反映（大幅増）、法改正検討＞

• 2023年10月1日：改正地域交通法等施行

• 2024年：ライドシェア関連制度見直し

• ２０２５年６月～：新たな法改正検討開始

基本は、地域で必要なことを精一杯考え、実行する。
そのために国の助けを仰ぐ。時には提案する。

自治体・地域が主体的に動かないと！
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しかし、地域公共交通は「瀬戸際」！
• 大都市部など一部を除けば、この50年ずっと衰退

• その間、主に経費削減を重ねて継続してきた（補助金受給の
条件でもあった）

• それが極限まで達し、運行に必要なギリギリにまで至った（サ
ービスでなく運べればいいという発想に）

• そのため、企画立案や販促などはもってのほか。路線改善な
んてとてもできない（補助金をケチる自治体がやるのが当然）

• 運転者が足りず超勤・休出が常態化。給与が上がる見込みも
ない。こんな業界にだれが入るのか

• 利用減少は底を打ち、自治体はお金を出すようになったが、「
お金があっても運転者不足で走らせられない」時代へ

• そこにコロナ禍で「移動」が生活の必然でなくなった

何が足りないのでしょうか？
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みんな勝手なことばかり言っている間に・・・
地域公共交通は奈落の底へ・・・

長年続いてきた「負のスパイラル」

• 利用者・地域 「不便だし、何か言っても変わらないし・・・」
• 事業者 「利用が少なくては経営できないし、便利にしても
乗ってくれるわけではないし・・・」

→それぞれがこう思っているだけでは、どんどん状況は
悪くなるばかり

※なくなるから地域が衰退するのではなく、いまの地域
公共交通が「使えない」から地域が衰退する

→互いに腹を割って話し合い、その結果に基づいて協
力して取り組むことができれば、いい方向（つまり「
正のスパイラル」）に転換できるのでは？
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地域公共交通に関してよく見受けられるご意見

1. 高齢者などを対象とした福祉施策である

2. 超高齢化によって利用したい人が増えてくる

3. 国や交通事業者がまず主体的に取り組むべきである

4. 必要性は運賃採算性（収支率・営業係数）で判断すべき

5. (オン)デマンド交通、ライドシェアやMaaS、自動運転を導入
すれば改善できる

6. 交通事業者よりボランティアを活用した方が安上がりでよい

7. 乗用車の自動運転が普及すれば不要となる

8. 鉄道廃止は絶対に許されない

9. 地域の要望をしっかり取り入れることが不可欠である

すべて間違い！
この程度の認識だから、トンチンカンな施策が横行
地域公共交通の必要性について「再構築」すべき
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全て説明する時間は
ありません
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地域公共交通に足りないのは「お金」！？

• 確かにそう

• しかし、お金をかけたらいいものができるとは
限らない。というか、実際、できていない

→ これまでの公共交通への特別な支援措置で、
いいものができたことがどのくらいあるか？
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私が考える「足りないもの」

• 「なぜ地域公共交通が必要か？」という認識

• 「地域公共交通のどこが問題なのか？」とい
う理解

• 「どうすれば地域公共交通はよくなるのか？」
という方法論

これらがいい加減だから、
お金があっても有効に使えない、情けない現状！
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とりあえず、それに対する答えは
だれも教えてくれなかった

• 交通や都市をよくしたいと思って土木工学科に入学

• しかし、需要予測やそれに基づいた輸送計画の手法
はあっても、利用を増やす方策や、路線・ダイヤのデ
ザインについての技法は、授業にも教科書にも、学
会に行ってもなかった

• 一方、自分は都市・国土計画の研究室に入ることに
なり、さらにCO2削減策の研究をやることに。現場
の仕事をやりたかったが、大学に残ることに

• その間に、地域公共交通の利用者減、そして廃線が
顕著に

 どうせできる人がいないなら、自分にできることは
ないかと考えるように
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「現場でやってみせる」
• 交通の研究室に所属していないし（指導教員→上司

からは公共交通に関する研究等は禁止されていた）、研究を
しても実務に役立ちそうに思えなかった

• ならば、実際の現場で地域公共交通の見直し
に取り組んでみよう！

 論文や教科書を書くより、「実際にやってみせ
る」ことの方が性にあう

 「実際にやってみせる」ことが一番説得力があ
るはず

 業務外の社会貢献活動として取り組むことに

 そのうち、国の制度づくりにも携わるように
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印象に残る仕事

• 地域主体交通の立ち上げ：生活バスよっかい
ち、応神ふれあいバス

• 鉄道廃線処理：岐阜６００Ｖ、ピーチライナー、
長野電鉄屋代線

• 路線バス・コミバス一体化：稲沢市、半田市、
飛騨市

• 複数市町村：南信州、北設楽、白川・東白川

そして・・・

• 地域公共交通会議の制度を提案

現場の実情を踏まえた制度を目指す
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地域住民・地元企業主体のNPOによる「共創型」路線バスサービスのさきがけ
「生活バスよっかいち」

2002.11.1運行開始    https://www.rosenzu.com/sbus/

2002.10.27出発式

 発案から半年弱で運行にこぎつける（当初は無償、後に旧21条）
 既存の枠組みにとらわれない新しい発想（NPOが事業主体となる公
共交通の許可＜日本初＞、市の助成制度新設につながる）

 住民、沿線企業・病院、市、交通事業者の「心」が共有された
 有償化後、利用者が増える（賽銭効果）

 事業主体：NPO法人
生活バス四日市（地元
住民＋沿線企業）

 運行主体：三重交通
（乗合バス事業者）

費用：運賃(1)
   ＋沿線企業・病院の
  協賛金(６→４)

   ＋市の補助金(3→５)

名古屋大学 加藤博和 2025/10/10 21



負担・支援
方法は様々

人
Man

金
Money

地域公共交通
システム 心

Mind口
Mouth

市町村

交通事業者

沿線企業等

地域住民
利用者

「一所懸命」みんなでつくり守り育てる：これぞ共創
•みんな対等

•言いっぱなしにしない
•できることをやる

→ 信頼関係

これこそが、ホンモノの
コミュニティ交通を創り出す

日本の津々浦々にこの
マインドを浸透させたい

「一所」＝運命共同体
地域に必要な公共交通は
地域で守り育てる時代に
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事業主体：株式会社アイシン（自動車部品の会社）
運行主体：名鉄交通第三株式会社（タクシー事業者）、1乗車200円

AI配車システムにより
効率的な乗り合わせを実現

乗客どうし、乗客と行先、ニーズ(地域)とシーズ(運行事業者)のマッチングを同時実現
「チョイソコとよあけ」

2019年3月25日運行開始    https://www.choisoko.jp/
構想時はライドシェア(白ナンバー)想定
実際は多くがタクシー・バス事業者運行

現在、50か所ほどで運行

協賛企業・医院等への送迎
→利用者（運賃）と
協賛金を得る
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「一所懸命」をつくりだすコーディネート

①公共交通を必要とする
地域住民の願いや活動

②理解し下支えする自治体
③協力的であり、あわよくば
新しいビジネスにしようと
する交通事業者

→だけでは言葉が全然通じない
④インタプリター(翻訳)
→言葉が通じるようになれば

コーディネーター(調整)へ

※ 行政：やっかい払いではない。お金で解決できないだけ面倒

意識共有できる人たちが集まり、行動できる場の必要性
それがないとキーパーソンも活躍できない
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https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000008.html
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【主宰者】
市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】
市区町村、住民代表、利用者代表、都道府県、地方運輸局（又は支局）、

旅客自動車運送事業者（又はその団体）、一般乗合旅客自動車運送事業に
係る労働組合の代表者、道路管理者、都道府県警察、 学識経験者 等

（地域の実情に応じて）
（※事案によって構成員を変更して分科会形式とすることも可）

【目 的】
・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態（市町村運営バス

の必要性を含む）、サービス水準、運賃等について協議。必要に応じ
て、例えば地域の交通計画を策定

・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明（地方運輸局において審査）

地域公共交通会議

○輸送の安全・利便の確保
・一定の講習の修了（運転者）
・運行管理体制、事故処理体制
・運送の対価の掲示義務 等

○事後チェック
・事業改善命令、行政処分 等

79条（旧80条）に基づく

自家用自動車による
有償運送（市町村運営バス）

＜登録（更新制）＞

○運賃認可の届出化

○道路管理者・警察への意見照会の簡便化

○標準処理機関の短縮
・路線変更認可の迅速化 等

新4条に基づく乗合事業者による運送
（旧21条コミバス等含む）

＜事業認可又は事業計画変更認可＞

事業者へ委託する
こととなった場合

事業者によること
が困難な場合

更
新
・変
更

2006年改正道路運送法でできたステークホルダー会議
「地域公共交通会議」・・・まさに一所懸命の場

「市町村の公共交通を
市町村が自ら決める」

ための場（特区）
• 地域として必要な路線（乗合

バスのみ）の変更を自ら協
議し認定することで、各種許
可が簡略化・弾力化（運賃・
路線・車両など）

• 通常の乗合事業ではできな
い「オンデマンド運行（区域
運行・路線不定期運行）」「タ
クシー車両利用」も可能に

• しかし一番大切なのは・・・
「一般乗合路線なら何でも認定
できる」こと（法的には一般路
線とコミバスで何ら差はない）
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【主宰者】
市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】
市区町村、住民代表、利用者代表、都道府県、地方運輸局（又は支局）、

旅客自動車運送事業者（又はその団体）、一般乗合旅客自動車運送事業に
係る労働組合の代表者、道路管理者、都道府県警察、 学識経験者 等

（地域の実情に応じて）
（※事案によって構成員を変更して分科会形式とすることも可）

【目 的】
・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態（市町村運営バス

の必要性を含む）、サービス水準、運賃等について協議。必要に応じ
て、例えば地域の交通計画を策定

・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明（地方運輸局において審査）

地域公共交通会議

○輸送の安全・利便の確保
・一定の講習の修了（運転者）
・運行管理体制、事故処理体制
・運送の対価の掲示義務 等

○事後チェック
・事業改善命令、行政処分 等

79条（旧80条）に基づく

自家用自動車による
有償運送（市町村運営バス）

＜登録（更新制）＞

○運賃認可の届出化

○道路管理者・警察への意見照会の簡便化

○標準処理機関の短縮
・路線変更認可の迅速化 等

新4条に基づく乗合事業者による運送
（旧21条コミバス等含む）

＜事業認可又は事業計画変更認可＞

事業者へ委託する
こととなった場合

事業者によること
が困難な場合

更
新
・変
更

2006年改正道路運送法でできたステークホルダー会議
「地域公共交通会議」・・・まさに一所懸命の場

「市町村の公共交通を
市町村が自ら決める」

ための場（特区）
• 地域として必要な路線（乗合

バスのみ）の変更を自ら協
議し認定することで、各種許
可が簡略化・弾力化（運賃・
路線・車両など）

• 通常の乗合事業ではできな
い「オンデマンド運行（区域
運行・路線不定期運行）」「タ
クシー車両利用」も可能に

• しかし一番大切なのは・・・
「一般乗合路線なら何でも認定
できる」こと（法的には一般路
線とコミバスで何ら差はない）

地域で熟議して決めることを
「おまけ」をつけることで促進する
しくみ

しかし、いまだに、自治体補助・委
託路線の議論にとどまるところが
多い（多くの運輸局が「手続き上必
要だから」と説明している）

挙句の果てに「地域公共交通会議
は時間がかかるから不要」
と公言する首長がいる始末・・・
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トヨタ自動車「Environmental & 
Social Report（環境社会報告書）」
2004年版
「ステークホルダーダイアログ」に参加
利害関係者が集まり、熟議することで、
合意形成可能性の高い策を見出す方法論
を知る

https://global.toyota/jp/sustainability/report/archives/名古屋大学 加藤博和 2025/10/10 28



中部運輸局リーフレット「活発で良い議論ができる会議のために。」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/min_pro/transport/pdf/houkoku27/leaflet.pdf

「公開」原則
密室も必要な時はあるが、
知らないうちに決まって

いるのはよくない

地域公共交通会議は「ステークホルダー会議」
役所が意見を聞くところではなく、立場の違う関係者が
「熟議(Deliberation)」して新しいことを生み出す場
諮問機関でなく「ワークショップ」「計画推進本部」
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「乗る乗る詐欺」(乗ると言ったのに実際は乗らない) 
を防ぐために、おでかけ「ニーズ」の把握が重要
需要：顕在化しているもの（実際行っているor行いたい）

→ アンケートが有効＜ただし地方だとこれは極めて少ない＞

ニーズ：潜在的なもの（気づいていない、だから不要、ではない）

→ 膝詰め（グループインタビューやワークショップ）

が有効＜利用が少ないところは特に＞
調査手順

1. まず現状の移動状況や気持ちをはき出してもらう
2. 情報を提供し、考え、気づいてもらう
3. 関係者で、どうすべきか、何ができるか話し合う
4. 考えをまとめなおしてもらう

→ ニーズとその充足方法が見いだされる

いずれにせよトップダウンやコンサル丸投げではダメ

※往々にして、地域の今後をどうしていくかのヒントもある
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地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に関する
努力義務（地域交通法４条 2007年施行

1. 国：情報の収集・整理・分析・提供、助言その他の援助 
研究開発の推進、人材の養成・資質向上

2. 都道府県：市町村の区域を超えた広域的な見地から
、必要な助言その他の援助を行う。市町村と密接な
連携を図りつつ主体的に地域公共交通の活性化及
び再生に取り組む

3. 市町村：関係者と相互に密接な連携を図りつつ主体
的に地域公共交通の活性化及び再生に取り組む

4. 公共交通事業者等：旅客運送サービスの質の向上、
地域公共交通の利用を容易にするための情報提供・
充実

、助言その他の援助

（※質の向上とは「定時性の確保」「速達性の向上」「快適性の確保」
のこと＜活性化再生法施行規則3条＞）

関係者間の連携・協働促進

、2020年改正 、2023年改正）
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国が丸抱えしてくれたら
ありがたいような気がするけど・・・
昭和時代はそうだった
鉄道・乗合バス・タクシーは国の認可制
需給調整規制（参入退出規制）の下、
独占事業者が「内部補助」によって路線網維持
• 自治体・地域は要望か陳情、あるいは（事業者がやってくれず、事業者の

邪魔にならない場合のみ）自力で走らせるかしかできない

• 一方、地域が何もしなくてもそれなりに維持されるので、公共交通が必
要という認識や貢献への意欲が生まれない（モラルハザード）

   → その結果、地域公共交通が衰退したのではないか？
    （いまのJRローカル線がモロにそれ！）
   → 令和時代のいま、独占事業者の代わりに国が丸抱えした

ら・・・
 地域が本当に望むニーズが分からず、地域に合った便利な公共交通

サービスが提供されないのでは？

 ビジネス的な発想に欠け、赤字垂れ流しになるのでは？（高度成長
期ならいざ知らず、人口減少下でいったいだれが払うの？）
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地域交通法（地域公共交通の活性化および再生に関する法律）5条

２０２０改正前 （地域公共交通網形成計画）

地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところによ
り、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都
道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、持
続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再
生を推進するための計画（以下「地域公共交通網形成計画」という。）を
作成することができる。

２０２０改正後 （地域公共交通計画）

地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところによ
り、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都
道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地
域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の
活性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交通計画」とい
う。）を作成するよう努めなければならない。
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地域交通法（地域公共交通の活性化および再生に関する法律）5条

２０２０改正前 （地域公共交通網形成計画）

地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところによ
り、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都
道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、持
続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再
生を推進するための計画（以下「地域公共交通網形成計画」という。）を
作成することができる。

２０２０改正後 （地域公共交通計画）

地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところによ
り、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都
道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地
域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の
活性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交通計画」とい
う。）を作成するよう努めなければならない。

「権利」から

「努力義務」へ

法律制定（2007年）から13年
自治体にまかせても
どうせやらないからと判断された

2023年、国庫補助との連動化実施
（計画がないと補助が出ない）

→質の悪い計画が策定される恐れ
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前回法改正直前（２０２０年10月末）
：６００件

2025年目標：１,２００件

全国で1,20０件
(/1,741市区町村）

地域公共交通計画<旧法の地域公共交通網形成計画含む>
策定状況（2025年8月末現在）
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やってみせても、制度をつくっても
広まっていかない
• 「加藤だからできる」と言うだけで何もやらない人たちが

過去たくさんいた

• 「牽引できる人」を養成する仕組み（加藤博和100人計画
！）の稼動が急務

• 考えてみれば、大学・高専でそのようなことを教えている
ところはないし、カリキュラムも定まっていない

• 学生もだが、社会人（自治体、公共交通事業者、コンサルタ
ント、有識者）を対象とした養成が必要

よく考えてみれば、私は大学教員(笑)

 国に対して、人材育成への支援をお願い→制度化

 今回のプロジェクト立ち上げへ
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魅力的な地域公共交通のプロデュース

「利便性が高く費用の安い公共交通実現」を「現場で」目指す

• 利用者・地域のニーズに応えられる適材適所な基本コンテン
ツ（系統・ダイヤ・乗降施設・車両）とシームレスなネットワー
ク化の具体的提案

• それを必要とする利用者（運賃）／周辺住民・企業（協賛金）
／自治体（補助）の三方一両損のビジネスモデル

• スピード感と粘り強さを持ち、現場感覚を起点とした戦略・
企画・実施・点検・見直し

• 地域公共交通づくりを通して地域づくりまで高める運動論

→ 地域公共交通サービスが、地域の持続性を高めるツール
として機能し、付加価値を発揮するに至るまでのソリュー
ション提示と実現支援

旧弊な公共交通をいかに革新するか
（多くの現場は、いまの運行形態では戦えない）
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カリキュラムの構成

①リレー
レクチャー
基礎を学べる

②フィールド
スタディ

現場の実情を体感する

③ディスカッ
ションサロン

講師と直接話ができる

④エキスパー
トレクチャー
実践に直結する

⑤インターン
シップ

実際に現場で関与する

＜ベーシックコース：10～1月＞フィールドスタディは3月まで

③ディスカッ
ションサロン

講師と直接話ができる

＜アドバンスドコース：６～9月頃＞

必須３要素
「コーディネート」 「プロデュース」 「マーケティング」

名古屋大学 加藤博和 2025/10/10 38



 ベーシックコース第2期
2024年10月～2025年3月実施

 ファイナルイベント（修了証授与）
5月31日<土>開催

 現状把握方法の実践
 分析・評価の実践
 協議会コーディネート・活用方法の実践
 交通×他分野連携手法の実践

リレー
レクチャー

（オンライン＋オンデマンド）

フィールド
スタディ

（対面、現場）

ディスカッ
ションサロン
（原則対面）

 講師とディスカッション
 講師・受講者間のネ
ットワーク構築

 講師が関わる全国各地の実
際の運行現場や協議会を体
感（自治体の会議に加え、
専門部会や住民懇談会も）

 課題抽出→事業提案

地域公共交通プロデュース・コーディネート人材を輩出

前年度
2st STAGE

ベーシック
コース
第3期

10～3月

リレーレクチャー(90分×15回、第2
・4金曜18:00～21:10、オンライン（名古屋大
学東山キャンパスにてパブリックビューイング実施)
※下記内容は今後変更可能性あり

「地域公共交通コーディネーター・プロデューサー養成プロジェクト」 3rd STAGE
2025年10月10日現在

フィールドスタディ(半日程度)

加藤博和(名古屋大学)：代表
神田佑亮(呉高専)
大井尚司(大分大学)
吉田  樹(福島大学・前橋工科大学)
宮崎耕輔(香川高専)
猪井博登(富山大学)
福本雅之(名古屋大学)
井原雄人(早稲田大学)
日野  智(秋田大学) 
樋口恵一(大同大学)
岡村敏之(東洋大学)
板谷和也(流通経済大学)
松原光也(名古屋大学)
伊藤昌毅(東京大学)
水谷香織(名古屋学院大学)
宇佐美誠史(岩手県立大学)
松尾幸二郎(豊橋技術科学大学)
有村幹治(室蘭工業大学)

＜コーディネート・プロデュース＞
 概説：意義・概念・波及効果
 地域の移動課題
 地域公共交通計画
 協議会運営・会議資料作成
 地域公共交通の評価
 地域公共交通とまちづくり
 外部経済効果
 合意形成
 地域公共交通と環境
 プロデュース
＜モード、技術＞
 タクシー活用方策
 鉄道の役割
 ソフト施策(情報発信、案内、

MM、利用促進)
 IT・DX
 福祉との連携

アドバンス
ドコース
第2期試行
5～10月

演習（室内＋現場、6回開催のうち2回参加）

新規受講者を対象：10月10日<金>開始

ベーシックコース修了者を対象：5月31日<土>開始

 公共交通に関する基礎知識
 法制度・法定協議会の活用手法の習得
→協議会を「地域公共交通共創の場」に

●事業フロー ●ベーシックコースの内容 講師（事業実施メンバー）

https://transproducer.net
さあ、私たちとともに、現場で地域公共交通を改善し、地域を救いましょう！

令和7年度 「『交通空白』解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト」
モビリティ人材育成事業（国土交通省）採択事業

インターンシップ（現場、複数回）

実施主体：国立大学法人東海国立大学機構
名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的
共発展教育研究センター

後援：(一社)日本民営鉄道協会
       (公社)日本バス協会
         (一社)全国ハイヤー・タクシー連合会
         (一社)公営交通事業協会
         第三セクター鉄道等協議会
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Nagoya Univ. Regional Strategy Lab.

加藤博和

”Think Globally, Act Locally”
交通施策の環境負荷をライフサイクルアセスメントによって明らかにし、

CO2を削減できる交通システムソリューションを追求する一方、
「地域公共交通プロデューサー」として

地域の現場でよりよい公共交通を生み出す仕事にも取り組んでいます

質問、問い合わせは下記で

kato@genv.nagoya-u.ac.jp Facebook: buskato
http://orient.genv.nagoya-u.ac.jp/kato/Jkato.htm

検索

みなさん、ぜひ、地域公共交通を、そして地域を、

日本をよくするため、いまこそ決起しましょう！
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（本資料使用における注意）
※本資料の著作権はすべて制作者に帰属します。ただし、一部、他の機

関・個人が作成した図や、撮影した写真があります。

※自治体担当者・地方運輸局・交通事業者・有識者等、地域公共交通会
議・法定協議会運営に関わる方々におかれましては広くご活用いた
だけます。ただし、公の講義・講演・研修・書籍・論文等への転載、およ
び他への再配布は、必ず制作者の許可を得て行ってください。

※本資料は、国土交通省の担当部局による監修を受けたものではあり
ません。また、地方運輸局によっては見解や運用方針が異なることも
ありますので、ご注意ください。

名古屋大学大学院環境学研究科 加藤 博和
kato@genv.nagoya-u.ac.jp

http://orient.genv.nagoya-u.ac.jp/kato/Jkato.htm
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